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 産地規模の維持・拡大ため、朝倉さんしょ栽培者を増加させる観点から、新し

く植栽に取組む者を優先採択する。 

 

１ 要望額に応じて、予算の範囲内で以下の順に採択する。 
①初めて朝倉さんしょを植栽する者 
②朝倉さんしょの植栽経験がある者のうち、令和５年度に本事業を活用して 
 いない者 
③朝倉さんしょの植栽経験がある者のうち、令和５年度に本事業を活用した 
 者 
※①の中で植栽予定本数の多い者から採択する。 
 予算残がある場合は、②の中で植栽予定本数の多い者から採択する。 
 さらに予算残がある場合は、③の中で植栽予定本数の多い者から採択する。 

 

２ １により配分した結果、最後の配分可能額が要望額を下回る場合は、下記ア

またはイにより配分する。 
 ア 最後に配分が可能な順位の者が一者である場合は、予算残額を上限とし

て配分する。 
 イ 最後に配分が可能な順位の者が複数である場合は、予算内で補助率を下

げ、同額を配分する。 

 

３ 本配分基準の考え方は、事業の実施状況、総合的な政策推進の観点等を踏ま

え、必要に応じ見直しを行うことがある。 
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